
28 売 鶴田町大字大巻字川瀬11 畑 1,373

29 売 鶴田町大字木筒字東柳川75-1 畑 206

鶴田町大字強巻字翁柳177 304
鶴田町大字強巻字翁柳194-1 558
鶴田町大字強巻字翁柳194-2 165

面積 鶴田町大字強巻字翁柳195 725
（㎡） 鶴田町大字強巻字翁柳196 422

鶴田町大字鶴田字相原134-1 622 鶴田町大字強巻字翁柳197 392
鶴田町大字鶴田字相原134-3 268 鶴田町大字強巻字翁柳198 155
鶴田町大字鶴田字相原135-1 1,042 鶴田町大字野木字東鶴見71 344

2 売 鶴田町大字鶴泊字南田335-1 田 58 鶴田町大字野木字東鶴見75 5,545
鶴田町大字廻堰字大沢 2,657
鶴田町大字廻堰字大沢 412
鶴田町大字廻堰字大沢 228

6 贈 鶴田町大字沖字岡田7 畑 560

7 売 鶴田町大字菖蒲川字前田183-1 田 1,321

8 貸 鶴田町大字鶴田字小泉279-1の内 畑 1,777

9 売・貸 鶴田町大字鶴田字小泉303 畑 1,253

鶴田町大字中野字北原217-2 972

鶴田町大字中野字北原217-3 37

鶴田町大字中野字北岡125 田 144

11 貸 鶴田町大字妙堂崎字米山377 畑 4,979

12 貸 鶴田町大字妙堂崎字米山 畑 8,316

13 売 鶴田町大字鶴田字鷹ノ尾60-4 畑 312

鶴田町大字妙堂崎字杉元56 195

鶴田町大字妙堂崎字杉元61 327
鶴田町大字廻堰字大沢81-530 畑 3,796

鶴田町大字廻堰字大沢22-2 9,943

鶴田町大字廻堰字大沢22-4 369

鶴田町大字廻堰字大沢22-5 144

鶴田町大字野木字上池田1-9 798
鶴田町大字野木字上池田66-1 169

鶴田町大字野木字東鶴見55 191
鶴田町大字木筒字下掛橋74-5 803
鶴田町大字木筒字下掛橋80-13 1,638

鶴田町大字木筒字東柳川114 886

鶴田町大字木筒字東柳川184 86
鶴田町大字廻堰字下桂井101 畑 508

　 鶴田町大字廻堰字上野尻121 331

鶴田町大字廻堰字上野尻122 155

19 贈 鶴田町大字境字里見28 田 301

鶴田町大字鶴田字相原197-7 833

鶴田町大字鶴田字相原201-2 727

鶴田町大字鶴田字相原200 411

鶴田町大字鶴田字相原206-2 195

21 売 鶴田町大字横萢字矢留崎 畑 282

鶴田町大字野木字上池田1-1 2,644

鶴田町大字野木字上池田1-5 171

鶴田町大字野木字上池田6 563

鶴田町大字菖蒲川字川辺105-2 2,280
鶴田町大字菖蒲川字川辺105-3 3,350
鶴田町大字菖蒲川字川辺105-4 1,470

24 貸 鶴田町大字瀬良沢字種本 田 2,000

25 売 鶴田町大字廻堰字大沢 畑 2,174

26 売 鶴田町大字野木字東松虫77 畑 3,264

鶴田町大字大性字川辺86-1 1,124

鶴田町大字大性字川辺86-4 2,201

鶴田町大字大性字川辺87-5 15

番
号

売買　　　
貸付 農地所在 地目

1 売 畑

34 売・貸 田

5 売 畑

10 売
畑

14 売 田

15 売
リンゴ

16 売 田

17 売 畑

18 売
田

20 贈 畑

22 貸 田

23 売 リンゴ

27 売 畑　

33 売 田

　　

※農地を買いたい・借りたい方は、農業委員会にご相談ください。

※農地を売りたい・貸したい方は、農地情報登録届出書が必要です。

・なお、次回から掲載不要の方は、取下願を提出してください。

※金額等・その他の内容に関しましては、出し手・受け手、双方でお

話くださるようお願いしております。（農業委員会では仲介しており

ません。）

◆申請後、現場確認のため、現地の写真を撮影させていただきます。

　農地について、受け手をさが
しています。興味のある方は、

農業委員会まで、お問い合わせ

ください。

　

鶴田町

農業委員会だより

《編集・発行》

鶴田町農業委員会事務局
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鶴田町農業委員会
会長　下山　勝源

各種申請書の受付締め切り日について

◎農地法第３条申請書、競売・公売買受適格証明願

・農地を農地として貸借・売買する場合、又は競売・

公売の入札に参加する場合

◎農地法第４条申請書、第５条申請書

・農地を農地以外のものとして使用する場合　　

例：住宅・車庫・店舗等の建築

◎農地中間管理事業を介した貸借

・農地中間管理事業を介して農地を貸借する場合

◎あっせん申出書

・あっせんにより農地を売買する場合

『毎月末日締め切り（休日の場合は前日）』

※各申請書類等については、原則として必要書類が添付されていな

ければなりません。必要書類については事前にお問い合わせくださ

い。

※その他、不明な点などがございましたら、電話等でご相談ください。

◎農地転用は許可・届け出が必要 ！
　農地を農地以外で使用、又は利用するには農地法

に基づく許可が必要です。

　無断で転用した場合には個人では３年以下の懲役、

又は３００万円の罰金、法人では １億円以下の罰金
が科せられる場合があります。 
※書類提出後、約２ヶ月程お時間を頂いております。 

★令和7年12月現在

鹿児島県農業開発総合センターにて研修中の様子

新
年
の

ご
あ
い

さ
つ
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謹
ん
で
新
年
の
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。

皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
つ
つ
が
な
く
新
年
を
迎

え
ら
れ
た
事
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

日
頃
よ
り
農
業
委
員
会
活
動
に
対
し
ま
し
て
、
ご

理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
は
、
大
雪
に
よ
る
果
樹
の
枝
折
れ
や
施
設
の

倒
壊
等
の
被
害
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
が
、
米
価
や
り

ん
ご
等
の
価
格
は
高
値
で
推
移
し
、
今
ま
で
の
厳
し

い
経
営
か
ら
見
れ
ば
ひ
と
息
つ
け
た
方
も
多
々
い
ら

っ
し
ゃ
る
事
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
米
価
に
つ
い
て

は
先
行
き
の
不
透
明
感
は
否
め
ず
、
水
田
政
策
見
直

し
の
議
論
も
ス
タ
ー
ト
し
て
お
り
ま
す
。

　

食
料
自
給
率
の
向
上
は
必
須
で
あ
る
事
が
近
年
の

世
界
情
勢
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
戦
争
や

関
税
等
に
よ
り
輸
出
入
は
不
安
定
で
あ
り
ま
す
。

　

毎
年
の
よ
う
に
大
雨
・
干
ば
つ
・
高
温
の
被
害
が

あ
り
、
も
は
や
異
常
気
象
と
は
言
え
な
く
な
っ
て
お

り
ま
す
。
そ
れ
に
と
も
な
い
病
害
虫
の
発
生
に
も
変

化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
管
理
の
難
し
さ
が
出
て

き
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
様
な
多
様
な
変
化
に
対
応
す
る
為
、
農
業
委

員
会
は
品
種
改
良
・
農
業
技
術
の
向
上
・
農
業
の
活

性
化
に
向
け
た
活
動
を
展
開
し
て
参
り
ま
す
の
で
、

今
後
と
も
ご
指
導
・
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

現
在
は
近
年
に
な
い
物
価
高
で
生
活
費
が
上
が
り
、

過
ご
し
に
く
い
環
境
で
は
あ
り
ま
す
が
、
皆
様
方
に

お
か
れ
ま
し
て
は
、
向
上
著
し
く
実
り
あ
る
一
年
に

な
り
ま
す
よ
う
祈
念
い
た
し
ま
し
て
新
年
の
ご
挨
拶

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

　

謹
ん
で
新
年
の
お
慶
び
を

申
し
上
げ
、
農
家
の
皆
様
の

ご
多
幸
と
、
実
り
多
い
年
と

成
る
よ
う
心
か
ら
お
祈
り
い

た
し
て
お
り
ま
す
。
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 　今年度も鶴田町農業委員会では遊休農地・違反転

用の発生防止・早期発見を目的に６月・９月・１１

月に各担当４チーム（水元西部地区、水元東部地区、

鶴田･上三･下四地区、六郷･梅沢地区）に分かれて農

地利用状況の確認と調査を実施しました。

　 この調査を踏まえ、遊休農地等の所有者の意向調

査や指導助言をしていく予定です。

　これからも遊休農地等の発生防止にご理解とご協

力をお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和７年度　青森県農業委員会大会　～リンクステーションホール青森～

　令和７年１１月１８日（火）に青森市で開催された『令和７年

度青森県農業委員会大会』に農業委員と農地利用最適化推

進委員を合わせて約１，０００人が集結いたしました。

　また、本大会では当町の下山勝源会長が全国農業新聞普

及功労委員として、青森県農業会議会長賞を受賞しました。

大会では「農業委員会を巡る情勢と最適化活動について」を

テーマに基調講演が行われました。

　その後の議事では『持続可能な農業・農村を創るための政

策提案』『「地域計画の実現により、持続可能な農業・農村を

創る全国運動」を推進するための申し合わせ』『「若い農業者

及び女性農業者等への周知徹底、加入者累計１５万人早期

達成強化運動」を推進するための申し合わせ』『「情報提供

活動」の一層の強化に関する申し合わせ』４件を採択し、最後

は参加者全員による「ガンバロー三唱」で無事閉会しました。

　鶴田町農業委員会では令和7年12月18日～12月20日の3日間、鹿児島県に

おいて視察研修を行いました。

　もみ殻等の野焼きの煙については、地域住民から

健康被害などの苦情が寄せられており、地域農産物

のイメージダウンにもつながりかねない状況になって

います。

さらに、交通が妨げられ景観も損なわれることで、観

光客のイメージダウンにつながることなどの悪影響

があります。

もみ殻は野焼きせず、堆肥などへの活用をお願いし

ます。

畜産農家への提供を希望する場合は、役場農業振

興課へご相談ください。
【問い合わせ先】　農業振興課

℡．０１７３－２２－２１１１（内線　２９２）

　今年実施した農

地パトロールにお

いて、道路にりんご

の樹の枝がはみ出

している箇所が散

見されました。

このような道路にはみ出したりんごの樹の枝は交通

の妨げになったり、車に傷・へこみをつける等、地域

住民の方に迷惑がかかります。

道路にはみ出したりんごの樹の枝は適切な剪定を

行ってくださるようお願いいたします。

　鹿児島県さつま町の祝迫農園（写真右上）では、主に鹿児島県におけるみかん栽培の状況について説明していただきました。

鹿児島県農業開発総合センター（写真左上、中央）では主に鹿児島県における農業全般の状況とセンターで取り組んでいる

品種開発・農業技術の開発等について説明していただき、その後センター内のほ場を見学しました。

今回の視察では「競争力に優れた品種開発への取り組み」や「スマート農業の実装化を進める農業技術の開発」などを直接

見学し、職員の方から詳細な解説をいただいたことで、大変有益な学びを得ることができました。

今回の知見を活かし、今後当町の農業の発展に寄与して参りたいと思います。


